
とわだ       たろう  とわだ      はなこ

十和田   太郎

十和田 金次郎

十和田  太郎

青森県十和田市西十二番町 

６ 番 １ 号

５１   ６  ２３     ５４  １０   ５    
青森県十和田市大字三本木
字稲吉 １ 番地 １

青森県十和田市西十二番町 １００

藤坂  しわ子

十和田    花子 

十和田   花子 十和田   太郎

 長  二
三本木 市朗 

大深内  次郎
昭和 ５１   ６  ２３    

青森県十和田市西十二
番町６番地１

青森県十和田市西十
二番町 ６   

市村  県太郎

昭和 ４５  ３    ３    

青森県八戸市柏崎一丁
目 １番地１

青森県八戸市柏崎一
丁目 １        

十和田市の住所・本籍の町名は全て漢
字表記になります。（例 東十五番町、
ひがしの二丁目など）

印鑑登録について
氏で印鑑登録している方が、氏が変わると自動的に

登録が抹消となります。必要な場合は、新しい印鑑
で登録し直してください。（登録手数料無料）

  090 8888  1111

２人必要です。成人の方ならどなたでも結

構ですが、必ず証人ご本人に記入しても

届出時に同居して
いれば空白。

 

夫、妻であった方の自署でお願いします。

十和田  十和田
 海子、  駒一 

５      ３        ２４     ７     いずれかにチェッ
クをお願いしま

婚姻したときに氏を変えた方はいずれかに☑を入
れてください。

離婚しても氏をもどさない場合は、この欄に記入
しないで 別紙「離婚の際に称していた氏を称す
る届」 の用紙を提出してください。

未成年の子がいる場合は夫婦協議の上、

夫側か妻側に記入が必要です。

ｓａｓａｋｉ  アパー

ト

１号

三本木 花子
さんぼんぎ はなこ

提出前の取り決め事項
１・婚姻前の氏にもどる者の本籍と氏
２・未成年の子供がいれば親権者

離婚届に必要な書類など（主なもの）
①本人確認ができる免許証など（裏面参照）
②十和田市に住所を変更する方は、前住所地からの転出証明書。
③資格確認書、個人番号カード（通知カード）、印鑑登録証など。
※戸籍謄本の添付は不要です。
※押印は任意

青森県十和田市西十二番町６

十和田 みさえ
２人必要です。成人の方ならどなたでも結

構ですが、必ず証人ご本人に記入しても
らってください。

届出時に同居して
いれば空白。

夫、妻であった方の自署でお願いします。

見本

 ✓  ✓

青森県十和田市西十番町６   １

閉庁時（土日祝祭日等）に届出
する場合は、事前に市民課職員
から記入内容の確認を受けてく
ださい。
不備な点がある場合は再来庁が
必要となります。

離婚届では住所
変更ができませ
ん。変更が必要
な方は、住み始
めてから１４日
以内（土日以外
の日）に市民課
へ！

修正テープ、
修正液は使
わないでく

ださい。

いずれかにチェッ
クをお願いしま

切田 一郎

本籍は、日本の領土内の実在する場所であればおくこ
とができます。
土日などに届出するときは、事前に確認ください。

裏面もご覧ください。



【
本
人
確
認
の
具
体
的
な
証
明
の
例
】

※
「
氏
名
及
び
住
所
」
又
は
「
氏
名
及
び
生
年
月
日
」
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

 

上
記
の
戸
籍
届
書
を
持
参
し
た
方
の
本
人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 
 本
人
の
知
ら
な
い
間
に
偽
造
の
届
が
提
出
さ
れ
戸
籍
に
不
実
の
記
載
が
さ
れ
る
事
件
の

防
止
ま
た
は
、
戸
籍
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
に
、
戸
籍
届
書
を
持
参
し
た
方
に
ご
本
人

の
確
認
で
き
る
証
明
書
を
提
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

婚
姻

離
婚

養
子
縁
組

養
子
離
縁

不
受
理
申
出

認
知

１
枚
の
提
示
で
足
り
る
も
の
（例
）

２
枚
以
上
の
提
示
が
必
要
な
も
の
（例
）

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・資
格
確
認
書

・運
転
免
許
証

・船
舶
保
険
又
は
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証

・旅
券
（パ
ス
ポ
ー
ト
）

・国
民
年
金
手
帳

・国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
発
行
し
た

・国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
又
は
船
員
保
険
の

　
身
分
証
明
書

　
年
金
証
書

・海
技
免
状

・共
済
年
金
又
は
恩
給
の
証
書

・小
型
船
舶
操
縦
免
許
証

・戸
籍
謄
本
等
の
交
付
請
求
書
に
押
印
し
た
印
鑑

・電
気
工
事
士
免
状

　
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書

・宅
地
健
物
取
引
主
任
者
証

※
学
生
証
、法
人
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
で

・教
習
資
格
認
定
証

　
写
真
付
き
の
も
の

・船
員
手
帳

※
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
行
し
た
資
格

・戦
傷
病
者
手
帳

　
証
明
書
の
う
ち
写
真
付
き
の
も
の
（左
記
に
掲

・身
体
障
害
者
手
帳

　
る
書
類
を
除
く
。
）

・療
育
手
帳

な
ど

・在
留
カ
ー
ド
又
は
特
別
永
住
者
証
明
書

な
ど

証
明
書
の

種
類

「
※
」
の
書
類
の
み
が

2枚
以
上
あ
っ
て
も
確
認
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

上
記
を
お
持
ち
で
な
い
方
で
も
で
き
ま
す
の
で
、
窓
口
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

本
人
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
届
出
人
に
対
し
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
郵
送
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

不
受
理
申
出
に
つ
い
て
は
、
本
人
確
認
が
で
き
な
い
場
合
は
、
受
理
で
き
ま
せ
ん
。

お
手
数
お
か
け
し
ま
す
が
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

裏面もご覧ください。


